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1.はじめに

筆者は前稿1)において農村聞の流通そのもの

に注目する立場から，商品が流通する過程の諸

藤田裕嗣

沼田荘市場は，今井林太郎による史料紹介的

研究2) によって早くから知られ， 主に地頭小

早川氏の領主制形成との関連で検討が進められ

たヘこれに対し沼田荘の在地構造の復原を行

った石井進は，市場についても，小早川氏との

関係を論ずるのみならず，その復原を試みてい

るヘ最近では網野善彦が無縁論の立場からそ

の立地が無主の地としての中洲iにあたる点に注

目しつつ，士商分離の早い例とされてきた小早

川氏による市場禁制を再解釈しているヘ

これらの先行研究6)に導かれながら， 本稿で

はあくまで流通システム論の立場から，小早川

氏による領主支配との関連よりも，その奥に潜

む実態にアプローチしたし、。具体的には，まず，

歴史地理学で問題とされる市場の現地比定・復

原をより厳密に行ったあと¥ 瀬戸内流通網の

類型のなかに市場を位置づけることによって， うち畿内への流れにとくに注目して，その中に

市場の機能にアプローチした。このような方法 占める沼田荘市場の位置を問題にする。

により単独では市場の機能を明確にし難い史料 II. 史料にみえる市場とその特徴

をもとに，抽象的ながら若干の議論を展開する まず，何らかの形で市場に触れている11通の

ことができた。 史料(表1)に即して市場の発展の過程を概観

本稿では流通そのものに注目する筆者の基本 することから始める。以後，表に記した①等の

的立場を踏襲しつつ，前稿で既に指摘した一般 記号は，これらの史料を指すとき用いることに

的傾向を踏まえた上で，具体的な市場をとり上 する。

げて考察する。本稿でフィーノレドとするのは，史 市場が初めて登場するのは①・②の史料で，

料が比較的豊富に残存する安芸国沼田荘の市場 これは同ーの土地の売券である。①で土地の買

である。前稿では市場を位置づける際の枠組と 主は「ぬたのいちの比丘尼しやういの御ハう」

しての流通を農村聞のそれに限定したが，本稿 で，彼女は市場に住んでし、た。しかも，この土

のように具体的な市場をとり上げた場合，農村 地は四至が北と南は「大道J，西は「小路J，東

聞の流通以外にも眼を向ける必要が生じる。沼

田荘は，古代以来畿内向げなど重要な交通路と

して機能した瀬戸内海に面しており，この瀬戸

内の流通網のなかで沼田荘市場が果たした役割

を不十分ながらも問題にしたし、。

は「万才助家」で， 翌々年転売された②では

「屋敷」と書かれていることからして，かなり

の規模の集落内にあったわけで， 1ぬたのいち」

内だと考えてよかろう。このような市場集落の

状況から少なくとも13世紀にはそこで市が聞か
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表 l 市場 が 登場する史料

長下司-支書 名! 出 典

①|応長 2(1312)年|四郎太郎友氏嫡子孫六連署売券案|墓沼寺文書5I ii広島県史』古代・中世資料編W

②|正和3(1314)年|沙弥真阿売券 1/ 71 11 

③|暦応3(1340)年|小早川円照宣平置文案写 |小早川家証文191 Ii'大日本古文書家わけ 1U

④ i文和 2(1353)年!安芸沼田荘市場禁制写

⑤|応永21(1414)年|小早川常嘉則平譲状案写

③|応永22(1415)年|仏通寺仏殿立柱馬注文写

⑦|応永31(1424)年|仏通寺方丈上棟馬人数注文写

③|永享5(1433)年|小早川氏知行現得分注文写

⑨|寛正6(1465)年|仏通寺塔立柱馬人数注文写

⑮|文明12(1480)年|継目安堵御判礼銭以下支配状写

1/ 

グ

I! 

11 

11 

グ

グ

25 /1 

53 11 

45 I 11 

44 11 

62 グ

135 1/ 

220 1/ 

@|天文18(15ぬ〉年|仏通禅寺竺空二ーと一 一一

注年代順に配列した。

*⑪は未fU。仏通寺所蔵。

れていたと考えられる。 場が記載されている。これらの市場の聞の関係

次に，③・④は小早川氏の惣領宣平，また， を考えてみよう。まず，⑤の 2つの「塩入市

子の貞平による市場禁制である。この中で市場 庭」のうち，後者は小坂郷にあるから問題なく

はそれぞれ「市j，i沼田市庭」という形で現れ ③の「新市」であり，一方，前者は「本市」と

る。 ここで①の「ぬたのいちj，④の「沼田市 考えてよいであろう。ここで従来から安直郷に

庭」は恐らく固有名詞で，同ーの市場を指す。 あった「本市」の他に， さらに小坂郷に「新

また，④は貞平自身が語るように「故殴」の方 市」が出現していたことを確認できる。

針，つまり③を受け継いだものである。だから， 次に，惣領春平が創建した仏通寺の伽藍の建

③がごく一般的な形で呼んでいる「市jも①・

④と同じ市場だと考えるのが妥当である。

⑤は貞平の孫則平が子の持平に与えた譲状で

ある。しかし則平は永亨年聞になって所領を

悔い返し持平の弟照平に与えたために兄弟の

開に相続争いが起こる。③は所領を折半するこ

とで一時和睦が成立したときの注文だが，その

のち照平が安堵されている。

この沼田小早川氏の危機のなか，⑤では，

「一市後新田木々津新田事誕主」

「一小坂郷地頭職公文検断事籍金」

とあり，③では

「一所小坂郷二百三十貫文

新市凡在家百五十」

「一所 安直郷二百貫文本市凡在家三百
土蔵一所 」

とあって，いずれの史料においても二カ所の市

立協力者を記した⑤，⑦，⑨の中に⑤では「前倉j，

⑦に「本市倉j，i新宮市倉j，⑨に「新市倉」とい

う名が見え，市場の土倉商人であると従来言わ

れている(注3-B， 122頁， 4-E， 189頁なと〉。

そして，@は惣領敬平の上渚費用を醸出した

一族・被官等の目録である。その中に，

「三貫文安直新市御代官 真田助九郎」

とあり，安直郷に本市の他にもう一つ市場が開

設されていることがわかる。

最後に，⑪の史料で「沼田本市ノ住現之女」

である「王蓮妙祐禅尼」が，仏通寺に十貫文を

寄進していることが知られ， i木市」の存在を

天文年閉まで確認できる。

以上のように，沼田荘では三カ所の市場を史

料で確認できる。これらのうち，最初に安直郷

に出現した市場はのちに「本市」と呼ばれてお

り， 13世紀には開市されていたと思われる。 15

世紀に入ると小坂郷に「新市」が確認され，そ
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の世紀の半ばには安直郷にさらに「安直新市」

が開設されている。そして， 16世紀には少なく

市に「土蔵一所」を確認できる。また，⑬におい

ても安直本市の住人が仏通寺に寄進している。

とも「本市」は存続していた。恐らく他の二つ 第二の特徴として，市の発展が背景となって

の市場も機能していたで、あろう。このようにし 市場集落が形成されていたことを指摘できる。

て確認された市場を以後それぞれ「安直本市j， 安直本市ではすでに14世紀に住人が集住して

「小坂新市j，I安直新市」と呼ぶことにする。 おり(①)， 15世紀の③の段階には市場「在家」

これらの市場について史料から判明する諸特 を約 300宇，また小坂新市では約 150宇を確認

徴のうち，今後の考察の際に念頭に置くべき点 できる。この市場「在家」は，小林健太郎7) が

をここで指摘しておく。 13・14世紀の新見荘二日市を復原した際に小規

その第ーは，市が発展していたことである。 模な街村の構成要素であるとした「市庭在家」

③・④で小早川氏に市場禁制を出させたことは， と類似した存在で、あるとみなしうることに注意

沼田荘での商品経済の発達，ひいては市の発展 したい。

を示す。また，⑮で安直新市の代官が提出した 特徴の第三は立地に関する点である。安直本

3貫文は，庶子家の 1人徳光大蔵丞および被官 市は14世紀には「ぬたのいちj，I沼田市庭」と

の有国彦十郎の 5貫文に次ぐ額で、間接的にこの 呼ばれていた。この「ぬた」は湿地の意味でへ

市の発展の程度が知られる。そして，市場商人 当時沼田川河口付近に広がり， I塩入荒野j(小

が富裕だったことは，⑤・⑦・⑨で土倉商人と 証4) とも呼ばれた後背湿地を指すものと思わ

従来考えられている者が仏通寺に寄進している れる。その湿地中の自然堤防上に聞かれたから

ことから窺えよう。それに加えて③でも安直本 こそ「ぬたのいち」などと表現されたのであろ

図 1 is田本荘の範囲と市場を思わせる地名の分布

注〉 近世・近代における新田・干拓地を除くことによって

中世の大よその海岸線を推定して示した。

3 ー



表 2 市場を思わせる地名
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(2) /は「国郡志」が現存しない村。なお. r国郡志」とは広島藩が『芸藩通志』編纂

の資料として各村上り提出させた「国郡志御用ニ付下しらへ書出帳」の略。

う。しかし，この広大な湿地は以前から小早川 ある。市場は⑤で惣領の譲状に現われ，⑧で知

氏によって上流から順に「新田」として干拓さ 行の対象となり，⑩では代官が派遣されており，

れていた。⑤で怯「市後新田木々津新田龍主」 小早川氏の支配を受けていたことがわかる。そ

とあり， 15世紀には安直木市の背後が干拓され， して，⑥・⑦・⑨・⑪で市場商人とみられる者

市後新田と呼ばれていた。それでも市場自身は が小早川氏の氏寺的性格をもっ仏通寺に一族と

小坂新市も含めて「塩入市庭」と表現されている。 共に寄進を行っていることは，小早川氏と市場

市場が瀬戸内に連なる塩入荒野と耕地との境付 商人との聞の深い関係を示している。

近に聞かれていたことに注意しておきたい。 これらのことを踏まえて，次章で市場の故地を

特徴の第四は小早川氏との密接な結びつきで 比定する。
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ill.市場の比定

(1) 市場地名の検討

沼田荘の市場を比定するために，沼田荘域の

中から市場を思わせる地名を検出する。

まず，沼田本荘の範囲を確定しておきたい。

沼田本荘は本郷，小坂郷，浦郷，井迫郷，安直

わち安直木市，同新市，小坂新市を比定する。

まず，安直本市，小坂本市は通説山では各々

7の旧安直郷内で「本市J(以下大字名を指す

とき，安直木市と区別するため「本市村」と表

わす〕と10に比定されている。各々郷内唯一の

市場関連地名であり，位置も図 2のように推定

される「沼田」の干拓過程と矛盾しなし、。しか

郷，梨羽郷，船木郷，真良郷から成るとされへ も，空中写真からの判読などによれば，付近は

文政年聞に作成された広島藩の地誌『芸藩通 徴高地を含む後背湿地であり，史料から想定さ

志J10l によって，各郷と藩政村との関係を表わ れる両市場付近の情況に合致する。そこで，安

したのが図 1である。これらのうち，沼田新荘 直本市を本市村，小坂新市を小字市付近に比定

に含まれる村などを除き 11)沼田本荘域を図の

ように考えておく。〔以後「沼閏荘J)

この範囲で近世，現在の地名から市場関連地

名を捜した。その結果，表 2，図 1に示した20

の地名が拾えた。但しこれらのうち 1から 5

までの「市」は恐らく数詞の「ー」の書き換え

であり 6は市場に関連するとは考え難い。

そこで，これらを除外した 7から20までの地

名を参考に，史料に現われる三つの市場，すな

o 12km  

する通説に従う。

一方，安直新市の比定案は管見に見えない。

これは安直郷にあったが，郷内には先の本市村

以外に市場関連地名はない。そこで， 11芸藩通

志』編纂の資料として本市村より提出された

「国郡志御用ニ附下しらへ書出帳J(以下「本

市村田郡志Jと略す〕を見ると， EE須嗣J， 

「新市 とある 1ヘしかも，現在本市村内の沼
同調」

田神社の境内には「新市社」が把られている。

20m等高線

ネ Ij'i止のすum出土地

一一一一中世の郷1界

- 可lJJ!jを}J!，、わせるJ也名
(託子号は表1と対応)

図2 中世に開発された新田

( )内i土史料初見年代
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また，沼田神社の神官が寛永年聞に記した旧記

に「此社に(中略〉日毎に参詣して市をなしけ

る其所を，今は本市新市と云はL(む)J とあ

る14)。これらに見える「新市」こそが安直新市

の遺称であると考える。この安直新市と先の安

直本市とを本市村のうちに比定する作業は，次

節で行う。

最後に残る12から20までの市場地名を簡単な

がら順に検討しておこう。

まず， 12について忠海小字今市は町外れに位

置し，近世の開市は考え難い。ただ，忠海は戦国

の市と考えられる。

最後の能地(18)，真良 (19・20)には市神や

近世における開市の史実はないが，その地名は

ここでの開市を想定させる。中世に市が聞かれ

ていたのかもしれない。

このように，沼田荘では史料にみえる 3ヵ所

の市場の他に戦国末期には忠海と下北方にも市

が開かれ，また，能地，真良ではそれ以前に市場

が成立していた可能性がある点を指摘しておく。

(2) 安直本市・安直新市の復原

前節で安直本市と安直新市の両方を本市村内

期から港として機能していたから山。小字本町 に比定した。そこで，本節ではまず本市村内に

付近がそれに付着して成立した可能性がある 1引。 安直本市・同新市のそれぞれを比定することが

次に，下北方茅ノ市(13)は寛永期に宿駅に 必要である。

指定され17) その後宿駅が本郷に移されても，

依然として聞の宿的機能を果たしている問。し

かも， 18世紀には市が聞かれてL、た19)。この市

の起源を戦国期に遡せることは可能である。

また，隣接する14の同原市も茅ノ市における

市に因む地名であろう 2ヘ
次に，本郷の15~17の地名はいずれも近世の

宿駅21)に関係する。この駅で立っていた市22)の

起源は不明だが，駅所が茅ノ市から移されたと

き伝馬役負担の代償として認められた近世起源

柑~ゅ水路

大宇界

ー一一 小宇界
1，網

民画面画面白画面E冨

既に述べたように， i本市村国郡志」に

「本市 「新市 と見え， この「本市J，
恵比須相J， 同相」

「新市」が中世の各市場の遺称と考えられる。

しかし，残念ながらこの胡社の位置は確認でき

ない。つまり，胡社は現在両社とも沼田神社

(図 3)の境内に移されているが，現地での聞

き取りによれば，それまでは図の a， bにあり，

aにあった胡を上胡 bを下胡または市胡と呼

んでいたと L、う。これについて「本市村田郡

志」では上胡，下胡のnp称、は確認できるが，そ

-・ ー。:・..小規模な街村
-よ胡部 ・ - 下胡部

図3 本市村北部の土地利用

本市地籍図(明治~大正頃調整〉による
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れらと「本市」胡， r新市」胡との関係は明ら ずれかがのちに成立した安直新市で、あったと考

かにしえなL、。また，安直新市を比定するもう えられることを指摘するに留めたし、。

一つの根拠となった新市社の縁起，故地も不明 但し，安直新市がそのいずれであったにせよ，

である。そこで，次に間接的なアプローチを試 安直本市に極めて接近した位置に成立したこと

みる。 は確実である。これは安直新市が安直木市から

まず，近世末の「市」の範囲を考えてみよう。 分出したことを示すのであろう。つまり，史料

それは「本市村国郡志」に村内小名のーっとし 上での「安直新市」出現以前に，すでに安直本

て現われる。他の小名を比定することによって 市の延長部として市場集落が形成されていたと

「市」の範囲は本市村の北部一帯であると考え 考えられる。⑧の在家約300宇在住の記事はそ

られる。しかも，図の c付近に当時「而頭」の の時点のものであろう。そして，何らかの契機

地名が存在したらしい231ことはこの考えを傍証

する。

こうして， r本市村国郡志」で胡社に付せら

れた「本市J，r新市」の名称は，当時「市」と

呼ばれ，故高地であった木市村の北部のうち，

aとbにあった胡社付近を指したと考えてよか

ろう。そこで，各胡社付近をそれぞれ「上胡

部J，r下胡部」と呼び，おおよそ図に示した範

囲を指すものとすれば，次の問題は，そのどち

らが近世末に本市，新市と称されていたのかを

究明することである。

そこで，上胡部と下胡部の地割形態を比較し

てみよう。まず，下胡部の de聞に道 bfの南

に沿って比較的面積の狭い短冊型地割が連続し

て並んでいるのが注目される。そこは道 berこ

沿った小規模な荷村を思わせる。それに対し，

上胡部では奥行に比べ間口が広いブロック型の

地割を比較的多く見出せ，各戸の宅地面積はよ

により安直木市とは市日等の異なったシステム

をもっ「安直新市」が誕生したと想定されよう。

次に，下胡部は，道 bfの両側に家屋がとり

つくと L、う街村形態をとっていたと考えられる。

そのすぐ北にある土手 bg fは，その時期は不

明だがこの街村を水害から守るために造られた

と思われる。そこから逆に推論すれば，この街

村は図 3のように bから fまで伸びていたので

あろう。新見荘の事例に通じる街村状の地割は

この下胡部にのみみられ， 到底 300宇の在家

(③〉を収容しきれないが，上述のように上胡

部も含めて考えることによって③の記事を矛盾

なく理解できることを改めて指摘しておきたい。

(3) 小坂新市の復原

ここでの課題は，中世の市場，小坂新市を復

原することである。しかし「市町絵図J191や宝暦

年間作成の「中国行程記」に「荻路市」の記載

があり， 18世紀に西国街道を中心街路とする市

り広い(図 3)。小林の精力的な研究によって， が聞かれていたことが確認できる。そこで，中

より新しい市場に短冊型地割が見出される傾向 世の市場を考察する前に，近世の「荻路市」な

が認められている判。この傾向を沼田荘の場合

にも適用するならば，下胡部を安直新市，上胡

部を安直木市と比定することもできる。

しかし，下胡部には中世の五輪塔や主僅印塔

をもっ251徳寿院があり，さらにその西南には少

なくとも中世には遡りうる祇園社がある 2ヘ そ

の門前こそ本市と称されるにふさわしい。この

点を重視すれば，逆に下胡部を安直本市と比定

すべきことになる。

結局この点は決め手がなく，結論を先に伸ば

さざるを得なL、。本稿では上胡部・下胡部のい

るものを見ておくことにLょう。

この頃の市の中心街路である西国街道は図 4

の道 abである。それに対し，明治初期には道

a cが街道であった。すなわち，西国街道は恐

らく 18世紀まで abだったのだが， r荻路市」

場一帯の水害対策のため， 19世紀になって当時

の自然堤防または「トテ J271 a cを強化し，街

道もここに移したのだと思われる 281。そして，

屋敷も acの方に移り，新しい街道を中心街路

として再び市が聞かれたのだろう 291。

次に， r市町絵図」には中心街路の両側にー
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図4 荻路小字市付近の土地利用と小波新市の復原

荻路総反!5U絵図(明治15年〉などによる

本ずつ直角に取りつく「小道J，1小路」が記さ

れているが，このうち北の「小道」は明らかに

d eに比定できる。すると，南の「小路」は f

gであり，それをもとにして18世紀前半の荻路

市場を図 4のように復原できる。

この市場には祇園社と胡社が担られていた。

まず，祇園社は承応年間の創担で，寛保年間に

現在の社地hを寄進し，新たに小相を建立した

という制。ゆえに，この社はその存在を中世に

遡れず，近世初頭に恐らく本市村の沼田神社か

ら勧請したものである 31)次に胡社は i付近に

一社柁られていた3ヘ但し縁起類がないため

中世にその存在を遡れるか不明で、ある。なお，

この市場には胡社の西隣りに「高札場J331 まで

あって，当時かなりの中心性を有していたよう

である。

この近世の市場のあり方を参考にしながら中

世の市場集落の範国を推定し，小坂新市を復原

しよう。

まず，近世の荻路市場付近一帯は小規模な街

村を成し新見荘や先の沼田荘本市村下胡部に

一脈通じるものがある。さらに，そのすぐ外側

に土手がある点は，下胡部と共通している。土

に小坂新市を比定できる。しかし，近世の「荻

路市」は両側に「三捨六軒本家」が並ぶのみで

あり， 1小家並馬家」を含めても「惣家数五捨

八軒」にすぎない (1市町絵図」〉。これに対し，

中世の小坂新市は既に③の段階で「凡在家百五

十」があったから，この他にも集落が広がって

いたと考えざるを得なし、。例えば，荻路市場と

同様に徴高地で明治期に畑地が並んでいる j付

近もその候補に挙げられる。こうして，中世の

小坂新市をおよそ図 4のように考えておきたし、。

この小坂新市の商人の中には，近世初頭にな

って小早川氏によって城下町三原に移された者

もいたであろう 351。しかし，小坂新市は西国街

道に沿っていたため，対岸の安直本市・新市の

ように廃絶することなく， 1百姓町J(1中国行

程記J) として再生し， 荻路市と呼ばれ ab

を中心とした街村風の市場集落に純化したもの

と考えられる。

μ) 市場在家の性格

以上，本章では沼田荘市場(以後， 1沼田荘

市場」とは史料にみえる安直本市・新市，小坂

新市を指す〉の復原を試みた。その際，復原の

手掛かりとした市場在家の性格についてここで

手の存在は亨保頃にも ac付近に想定される制。 若干の検討を加えておきたし、。

そこでう下胡部と同様，荻路市場にあたる部分 さて，新見荘の史料にみえる「市庭在家」に
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ついては，従来中世史学において次のような視

角から取り扱われてきた。すなわち、在家に住

む各住人の全保有耕地面積の広狭によって彼ら

の農業からの自立の度合を測り，そこから商業

への依存状況を推定するというものである。つ

まり，農商未分離の傾向を踏まえつつ，彼らは

商人の性格ももっと考えられてきたわけであ

る8ヘまた，景観の面については，小林健太郎

による歴史地理学の立場からの研究7) によって

市庭在家は小規模な街村の構成要素であること

が示された点は，既に指摘しておいた。

これに対して，本稿のフィールドである沼田

荘の市場「在家」は， 15世紀に安直木市で約

300宇，小坂新市でも約 150宇を数えた(③〉。

これを新見荘についての従来の成果から類推す

れば，短冊型地割による街村が複合した相当規

模の都市的集落が想定される。しかし，第 2節

・第 3節でも検討したように，少なくとも故地

には上述の想定に見合う土地割は残されておら

ず，街村はせいぜい一本を復原しうるのみであ

っTミ。

このように，沼田荘については，新見荘の事

例とは異なり，市場在家を一元的に街村の構成

要素であるとはみなし得ないのである。このよ

うな景観の面についての相違とともに，沼田荘

の市場在家は，機能的にも新見荘の場合とは性

格を異にし，その全てが商人の性格をもっと

いずれにせよ，市場在家の全てを安易に商人

の性格をもっとは考え難いという点は，史料に

よる検討からも指摘し得る。というのは，史料

③の市場「在家」の記事は，市場に居住すると

領主から把握された「在家」の数を示すに過ぎ

ず，何も「在家」の住人の職種までを限定する

ものではなし、からである。

翻って，新見荘の「市庭在家」についても同

様である刊。 r市庭在家」と L、う把握のしかた

は一般の「在家」とは異なる彼らの性質に対処

したものであろうが，その性質が通説のように

彼らの商人としての性格38)にあるか，なお検討

の余地があると思われる。第一義的には「市

庭」と呼ばれる地区に屋敷をもっという点にあ

り，商人としての性格はそこから派生したもの

と言うべきであろう。

市庭在家とは第一義的には市場の住人である

に過ぎない，と L、う上述の点は，新見荘・沼田

荘の事例に留まらず，より一般的に指摘できる

ことである。市場在家のうち商人の性格をもっ

者は少くなかったで、あろうが，全てが商業機能

を果たしたと考えるには慎重であるべきだとい

う点をここで指摘しておきたし、。

IV. 瀬戸内流通網と市場

前章で 3カ所の沼田荘市場を比定した。その

結果 3カ所とも当時の沼田川の河口付近に位

考えることは困難であると言わざるを得ない。 置したことが明らかになった。この河口付近は

例えば，農民の他にも史料③・④から小早川氏 内陸部への交通路である河川と瀬戸内海との接

の家臣で市場に居住した者がいたことが知られ 点にあたる。また，瀬戸内海は古代以来流通路

る。すなわち，③・④で小早川氏の被官人が小 として重要な機能を果たしていた。ゆえに，市

早川氏の館付近を離れて市場に居住したり，市 場付近が港としての性格ももっていたと考えら

場住人の娘を妻妾とすることが禁じられている。 れる。従来指摘されているように，州市場は船

両史料の無縁論による再解釈5) の是否はともか

く，この時期の市場が「すでに住人は現われて

着場の施設を伴っていたのであろう。

一方で沼田荘の地頭小早川氏は， 14世紀中葉

いるとはいえ，まだ定期的な市日に多くの人々 以降畿内および朝鮮という 2つの領域外との流

の集る場であり，なお永続的な集住地一町ーに 通に進出した(注 3-E)。また，沼田荘の市場

なり切っていなかった」という指摘(注 5-B とも密接な関係を保っていたことは第E章でみ

142頁〉自体は妥当である。定期市に集まる商 た。そこで，本章では沼田荘をとりまく瀬戸内

人だげでなく，被官人などの消費者も徐に定住 流通網のうち，とくに畿内と朝鮮向げの流通を

し始めていたことが窺えるといえよう。 まず地頭小早川氏の動向にも目を向げながら明
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らかにしたのち，第2節でそれと市場との関係 内と結ばれていた諸港を明らかにする方法をと

を問題にしたい。 る。

(1) 畿内・朝鮮との流通 入船納帳には船籍地として沼田荘付近一帯で

本節ではまず畿内との流通について文安2 は三原，瀬戸田，高崎，竹原等の名が見える。

(1445)年兵庫北関入船納帳(以下「入船納帳」 各々に属する船の積荷は図5に示した。図で円

と略す〉を用いて考察する。入船納帳としては グラフは，数量(4)のうち殆どのケースを占める

従来から 1・2月入船分を記載した東京大学文 石で丈量されているものを集計した。関料(5)は

学部所蔵のものが知られていたが，それに続く 積荷(3)の価値に対応して賦課されたとも考えら

3~12月入船分を記したものが燈心文庫に蔵さ れ41) このような集計の際本来はより適当なの

れ，最近になって公刊された4ヘ先の東大蔵の であるが，一隻の船に複数品目の貨物(3)を積載

入船納帳が欠失部分があるのに対し，後者は している場合，関料(5)は合算されているため，

記事が連続しているのが特徴である。そこで， 品目毎に集計しえない問題がある。しかも，商

前者にもとづいた小早川氏に関する従来の考 船は別として，年貢輸送船の多くは関銭が免除

察(注 3E)を深めることができる。 されていた州ために(5)に記載がたとえないとし

この史料には兵庫北関に入船した船毎に(1)入 ても，数量仏)は明記されている場合も少くない。

船月日， (2)船の所属地， (3)貨物名， (4)数量， (5) そこで，材木類など嵩高い物品が大きめに計上

関料とその納入札 (6)船頭名， (7)問丸名が記さ される点に注意しながら以上検討を進める。

れてL、る。 (6)に示されている船頭は，船籍地(2)

を本拠地として活動し，貨物(3)を多くの場合そ

まず，三原43)と竹原所属の船の輸送高は低い。

また，その大部分が備後塩である。

の船籍地から積み出したと考えられる。そして， 次に，安芸国生口島の瀬戸田も備後塩の積み

兵庫北関を通関L，入船納帳に登録されたので 出L港としての性格を強く持っている。武藤直

ある。そこで，入船納帳を用いることによって の集計に従えば，瀬戸田所属の船が運んだ備後

文安 2年 1年聞について船籍地=港湾から畿内 塩の量は，兵庫北関を通関した備後塩の約 3割，

の流通の状況の一端を明確にできる。ここでは

本章の課題を吟味するために，沼田荘付近で畿

、
}
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四
川
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@ 
;十273
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G
 

(i.主)単位が石のものについて，上のように円の
面積に比例させて表した. (図7もl司様)

図5 文安 2年兵庫北関を通関した

沼田荘付近諸港所属の船の積荷
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塩全体でも約15%に及ぶ44)。既に指摘されてい

るように州「備後」塩州とは，生日烏の他にも

安芸・伊予国を含めた一帯の島唄で生産

された塩を指すと考えられる。生口島以

外の島興産の塩も瀬戸田の船が運んだ可

能性がある。

また，瀬戸田は備後塩だけでなく他の

貨物品も大量に積み出す港であった。図

6は主要な船籍地について輸送量とその

内容を示したものであるが，瀬戸田所属

の船が運んだ量は，全貨物品についての

集計で首位を占めており，塩を除いても

16位となっている。

さらに，記載されている積載量は兵庫

北関で関銭徴収の対象となった量にずぎ

ないと L、う限界はあるが，船頭を手掛か

りにその地に属する船の大きさを推定で

きる。すると，瀬戸田の船は確認できる
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図6 丈安 2年兵庫北関を通関した船の主な所属地とその積荷〔全輸送量が 3，500石以上，ないしは塩

以外の輸送量が1， 500石以上の船籍地〕外円は全品目，内円は塩を除く品目の輸送量を示す。塩

以外の輸送量が 1，500石以上の船籍地については，積荷の内容を上記のように分類して表した。

約30般のうち400石以上が 7肢を占めている(注

41， 250-251頁表6参照〕。これは約 30般のう

ち2般に過ぎない尾道に優る数字である。

一方，小早川氏の庶子で生口島の領主，生口

氏は，持加である生口船が雑物以下を運送する

という理由で，応、永29(1422)年に将軍義持か

ら兵庫など諸関勘過の特権を与えられた。しか

しそれに便乗して多数の瀬戸田等の商船が関

銭を払わずに追ったために，翌年その特権を取

り上げられている日)。この事件により，生口氏と

瀬戸田商人との強い結びつきとともに，入船納

帳に輸送量の記載がない商船は，特権を与えら

れたごく限られた船で、あったことが確認できる。

次に，高崎は図 6によれば，塩以外では 8番

目に高い輸送量を示し，重要な港湾であった。

先に述べた方法で高崎の船の大きさを推定して

みると，確認できる 5般全てが 250石以上あり，

最大は 900石である。

また，この港に所属する船は「過書叫IJによ

って勘過される貨物を大量に運んでいる。これ

は，高崎の輸送業者が過書を与えられた領主と

結びついていたことを示すのであろうか。ちな

みに，優秀な輸送業者の存在は宝徳 3(1451) 

年の遣明船が船頭梶取，水夫と共に高崎浦の船

を雇用していることから窺えるく「大乗院寺社雑

事記」文明17年 8月3日条〉。

畿内との流通に関する検討は以上に留め，次に

小早川民による朝鮮との交易を簡単にみておく。

小早川民の朝鮮貿易は応永25(1418)年惣領

則平が日本人として初めて図書を受けたときに

始まる 5ヘ当時彼は幕命を受けて九州探題渋川

氏を援護するため殆ど博多にいた〈小証50)。そ

して，その輸出品は南洋の原産品が多L、から 51)

彼は博多における地位を活用して琉球の貿易商

人などを通じてこれらを求め，いわば中継貿易

の形態によって巨額の中間利潤を獲得したのだ
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と言われている向。

しかし小早川氏一族は海賊化していたから，

そこからのルートも考えられる。特に，則平を

継いだ持平は海賊として有名な一族の小泉氏と

深い関係にあったと言われている日)。なお，応

仁 2(1468)年には「備後洲高崎城大将軍源朝

臣政良」が朝鮮と貿易を行っている 54)。これは

先ほど検討した高崎浦付近の海賊衆的船持土豪

かと言われている 55)。

いずれにせよ，恐らく朝鮮からの輸入品は高

崎のほか瀬戸田等の船によって瀬戸内海流通路

にも運ばれたであろう。

以上，沼田荘市場をとりまく領域外流通の内

そ
の
他

豆
5
/

'い
6
1

一宮

5
k

大

7
鰯
ゆ

赤
1
U

言t1650

塩鯛・小鰯各10駄

蓮 350枚

図7 文安 2年兵庫北関を通関した

納所属の船の積荷

容を吟味するのに，この節では主に畿内と結び 場の施設も，近代の土地割に遺構をとどめない

ついた港湾と L寸面から考察した。その結果，

15世紀中葉には瀬戸田と高崎が瀬戸内流通網全

体の中でも重要な港湾であったことが明らかに

なった。また，朝鮮貿易の主な基盤は博多であ

簡便なものであった可能性が高い。沼回荘市場

と領域外流通との具イ体本的関係とは以上のような

ものでで、あつたのだろう 5削8引)

ここで中世の町の発掘例として有名な備備今後国

ったらしいが，その交易品の一部は沼田荘を初 草戸千軒町遺跡と比較してみると，興味深い事

めとする領域内に出回ったことも考えられよう。 実が浮かびあがってくる。すなわち，草戸から

沼田荘市場と領域外流通との関係の一端につい は船着場と考えられる遺構が出土している聞が，

ては節を改めて検討することにしたい問。 先の入船納帳には草戸を示す地名は見えす干，ま

(2) 流通に占める市場の位置 た，草戸が長和荘の荘園市場であるとの評価が

当時沼田荘市場付近は港の性格も持ち，領域

外との結節点であったと考えられる。しかし，

前述のように入船納帳には沼田荘市場ないしは

その付近を示すと考えられる地名は見えない点

を何よりも注目しなければならなし、。そこで，

市場付近から畿内を初めとした領域外に直接輸

ある 60)から，活田荘市場と類似することが判る。

草戸付近で瀬戸内流通網に直接組み込まれてい

た港湾は，少し沖にある鞘であろう。入船納帳

にみえる鞘所属の船の積み荷の量(図7)は瀬

戸田・高崎に比べると極端に小さい。しかし，

ここは潮待ち，風待ちの港としての性格ももち，

送されたとは考え難いことになる。 重要な港であった61)。備前焼，瀬戸焼など領域

瀬戸内流通網中の重要な港湾として沼田荘付 外での生産物が草戸で出土しているが，それら

近では瀬戸田と高崎を挙げることがで、きた。す は朝に-H陸揚げされたのち草戸に持ち込まれ

ると，商品を沼田荘市場から領域外に輸送する たのであろう 6ヘそして草戸と沼田荘市場との

場合，船などでまず瀬戸田・高崎に運んだと考 相似関係から，これら草戸における出土品が沼

えられる。また，領域外で生産された物品も沼 田荘市場でも取引された可能性を考えることが

田荘市場へは瀬戸田・高崎両港を通じて運ばれ できる。特に，草戸から出土した朝鮮陶磁につ

ることが多かったのであろう。沼田荘市場より

少し下流の七宝で中世のものとみられる割舟が

出土しており(図 2)57)，両港との聞の輸送には

このような小型の舟が使われたと思われる。し

たがって，市場に伴っていたと考えられる舟着

いては，小早川氏による朝鮮貿易を考えると，

上述の可能性が極めて高いと言えよう。

ところで，市場は領域外流通との接点である

というだけではなく，もちろん領域内流通回)の

拠点としての性格ももっ。古く康元元 (1256)
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年庶子の椋梨国平が借上人に与えるために，沼

田新荘から檎の丸太三千本を切り出して沼田川

を下したところ，惣領茂平がそれを差し押さえ

よって市場の機能を問題にした前稿との関わり

から言えば，市場在家の住人の上述した性格を

踏まえた上で，彼らが担う商業機能を検討する

ると L、う事件が起こっている(小文115)。この 必要がある 6九彼らが担う商業機能こそは，市

ように，沼田川の下流は流域一帯の流通を左右 場の果たす機能の少なくとも一部に他ならない

する位置にあった。そこで，当時河口付近にあ と考えられるからである。

った沼田荘市場の影響圏は沼田荘を含む沼田川 第二に，本稿で沼田荘市場との関わりで問題

流域一帯に及んでいたことが考えられる。国平 にした瀬戸内流通網の総体を討検することが挙

が槍を与えようとした借上人は沼田荘市場の住 げられる。例えば，本稿で主な研究材料とした

人かもしれなL、。 入船納帳を用いて，船籍地毎の詳細な検討を沼

また，影響圏と考えられる沼田川流域一帯に 回荘付近以外のものについても拡げる必要があ

は史料にみえる三カ所の他にも前章で検出した る。既に指摘したように，この史料から直接判

様な大小の市場網が存在したと考えられる。 明するのは畿内向けの流通なのではあるが，諸

これらの市場と史料にみえる安直や小坂の 3 港聞の船の動きが窺えなくもなし、6ヘさらに，

カ所の市場との聞には領域内流通としての物流 そこにみえる多くの船籍地を分類する試みも行

があったに違いなし、。そして，後者 3カ所の市 われ始めている 41)(250-1頁〉。このような論考

場は，市が開かれた場としての性格の他に，先 を参着しつつ，入船納帳から判明する流通総体

に検討したように，領域外の流通との結節点と を再構成し，それに今回のフィールドを位置づ

もなっており，前稿(注1)で用いた用語を適 けることによって新たな論点を指摘で、ぎる可能

用すれば，津湊としての機能も想定できょう 64)。 性があろう。

以上，本章では不十分ながら流通の中に位置 次に，本稿で用いた領域内流通・領域外流通

づけることによって市場の機能にアプローチし

た。安直木市・新市，小坂新市は，沼田荘を初

めとする沼田川流域一帯の領域内流通の拠点で

あったが，領域外流通とは瀬戸田，高崎を通じ

て結ぼれていたと考えられるというのが本節で

の結論である。

v.おわりに

以上，沼田荘市場を比定し，瀬戸内流通網の

なかに位置づけた。このフィールドに関しては，

史料の制約からこのように不十分なままに考察

を留めざるを得なし、。そこで，最後に流通その

ものに注目する筆者の基本的立場を今後さらに

発展させるために，本稿で提起された検討課題

を挙げておきたし、。

その第ーは，第E章第4節で検討した市場在

家に関する点である。そこでは，市場在家とは

第一義的には単に市場の住人であるに過ぎず，

必ずしも商人ばかりではない，という点を指摘

した。さらに，流通に市場を位置づけることに

の用語は，既に注記したように前稿における局

地的流通・隔地間流通とは微妙に性格を異にす

る。両者の用語の関連性を整理・考察すること

が第三の課題である。領域内流通とし、う用語に

おける「領域」とは本稿では沼田荘を考えてい

るが，一般的に言えば，例えば，局地的に流通

する商品が領域内で流通を完結させたか否かを

再検討する必要がある。これを換言すれば，政

治的領域と流通園の広がりとの地理的重合関係，

随障を考察することである。

これらの点を検討課題とし，今後さらに個別

研究を積み重ねていきたい。(奈良大学〉

〔付記〕 本稿の作成に際しいろいろとご教示いただい

た三原市本市の和泉克実氏を初めとする現地の方々に

謝意を表します。なお，本研究には科学研究費・奨励

研究A(課題番号61780285)を使用した。
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杉山 博「庄園における商業J(松本新八郎編『日

本歴史講座3 中世篇 U.河出書房， 1951) (の

ち， 杉山『庄因解依過程の研究dl. 東大出版会，

1959年に「新見庄における商業Jと改題して所収〉

三浦圭一「備中国新見庄の商業一鎌倉時代中・末

期の地頭分を中心と Lてー」日本史研究. 29. 

1956 

37)新見荘の事例では検注帳類に「市庭在家」とL、

う形で見えるのに対し，沼田荘では検注帳以外の

史料に市場「在家」という形で現れており，両者

の聞には検注際と得分注文とL、う登場する史料の

相違，さらに「市庭在家」に対する市場「在家」

という史料に現れる形の違いがある。しかし，市

場在家とはまずは市場の住人であるという点はこ

の違いを超えて指摘できる。

38)史料自身のもつ性格もあって，彼らの商人とし

ての側面は史料から直接窺い得なし、。従来の中世

史学において彼らの商業を問題にする際，保有耕

地面積の広狭から推定するという間接的なアプロ

ーチをとってきたのはこのためである。

39)前掲 4)-B. 289頁など

40)燈心文庫，林屋辰三郎編『兵庫北関入船納帳』

中央公論美術出版. 1981 
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41)武藤直は，一石当たりの関銭額を用いて内容が

不明である品目の推定を試みている。

武藤「中世の兵庫津と瀬戸内海水運 入船納帳の

船籍地定に関連してーJ(注39所収)， 241sl: 

42)佐々木銀弥『中世の商業』至文堂， 1961， 89頁

43)東大蔵入船納帳にも登場する「三原」を備後国

三原に宛ててきた通説を今谷明は批判し，その殆

どを淡路国三原に比定している(今谷「兵庫関納

帳に見える“三原"について」 日本歴史 401，

1981， 73ー76頁〉。この見解は妥当であり， 筆者

も従った0

44)備後塩50，128石のうち，瀬戸田の船は16，330石

を運んでいる。なお， 塩全体は106，883石である

(注41，241頁〉。

45)虞山柔道 ili'兵庫北園入船納帳』にあらわれる

塩Jl (松岡秀夫傘寿記念論文集刊行会編『兵庫史

の研究， J]，神戸新聞出版センタヘ 1985)389-

390頁

46)武藤は関税が極端に高率で、あることから「備

後」を塩と解する通説に疑問を投げかけている

〈前掲 41)， 2411わが， ここでは一応通説に従

った。

47)図で材木類は多く紀伊水道沿L、から運ばれてい

る。地域分化が窺われて興味深いが，既に指摘し

たように材木類は嵩高いため，石で集計すると大

きめに計上されると考えられる。これを裏付ける

ように，瀬戸田が運ぶ備後塩の関銭平均賦課率

5.88文 1石(注41，241頁〕を用いて備後塩分を差

し引くと，備後塩以外の総関銭は瀬戸田について

25， 162文と推算され， 牟木，平嶋， 宍咋，甲浦

の総関銭をはるかに超え，瀬戸田の比重は高まる

のである。

48)東大寺文書，応永29年生口舟過書案および応永

30年兵庫問丸請文案(Ii'神戸市史』資料編 1，神戸

市， 1923， 283-284頁〕

49)入船納帳にみえる「過書」については次の論考

を参照のこと。小林保夫「南北朝・室町期の過所

発給について一室町幕府職制史の基礎的考察ー」

(名古屋大学文学部国史学研究室編『名古屋大学

日本史論集』上，吉川弘文館， 1975) 385-425頁。

同「入船納帳にみる国料と過書J(注40所収)289 

-302頁。

50) i世宗実録」即位年11月乙亥の条。

51)その詳細は田村洋幸『中世日朝貿易の研究』三

和書房， 1967， 393-4頁を参照せよ。

52)前掲 51)， 394頁および 6)， 354頁等参照。

53)前掲 4)-B，316頁

54) i海東諸国記J(Ii'広島県史』古代・中世資料編

I，広島県， 1974， 567頁〉

55)前掲 6)-G，352頁

56)小早川氏は沼田荘の領家に対し永徳、年間に毎年

30貢文〔小証 31)，更に応永年間には庶子家分も

合わせて 150貫文の納入を契約している(小証40)。

これらの銭貨の調達方法としては，沼田荘からの

年貢物を領域外に輸送したのち換貨したか，もし

くは沼田荘内の市場などで売却し，貨幣に換えた

かのいずれかが考えられる。後者の場合もその年

貢物は商品となり，その一部は領域外にも運ばれ

たものであろう。そこで，いずれにせよ，沼田荘

での生産物を領域外に輸送することが問題となる

のである。

57) Ii'三原市史J] 1 (注6参照)701-3頁

58)鈴木敦子「中世後期における地域経済閣の構

造」歴史学研究別冊特集， 1980， 62頁参照。

59)新谷武夫「草戸千軒町遺跡第 12次発掘調査概

要」草戸千軒町遺跡， 13， 1974， 42頁

60)志田原重人「荘園制と草戸千軒 草戸千軒解明

の一視点(2)ー」草戸千軒， 55， 1978， 1-5頁な

どO

61)例えば，応仁元(1467)年の天竜寺船団中「報

宮丸千石」の名が見える (i戊子入明記JIi'広島県

史』古代・中世資料編 I，570頁〉。なお，入船納

1隈にみえる瀬戸田，高崎の船は最大各々 500石，

900石である。

62)新で出土した中国陶磁が草戸に較べ良質である

ことは(広島県草戸千軒町遺跡調査研究所編『鞠

一市街地遺跡発掘調査報告一』福山市教育委員会，

福山市文化財協会，1980)， この両者の流通上の

関係を示すものと考えたい。なお，今谷明は鞠の

他に笠岡も挙げている。今谷「瀬戸内制海権の推

移と入船納帳J(注40所収)， 281頁

63)本稿で用いる「領域内流通J，i領域外流通」の

用語における「領域」とは沼田荘ないしは沼田川

流域を念頭においており，単にこれを越えないも

のが領域内流通，越えるものを領域外流通として

いる。従って，前者は前稿(注 1)での局地的流

通のほか，隔地間流通のうち，例えば都市に運ば

れる農産物が領域内の市場に集荷されるまでの段
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階を含む。 地割形態から推定している。具体的には.市町の

64)但し若狭小浜，伊勢桑名のような典型的津湊 故地においてブロック型地割が卓越する場合市場

としては評価できない。 商業への依存が高く，短冊型地割を形成しておれ

65)小林健太郎の研究(注24)では市場の機能も景観 ば，底舗商業にウェートが置かれていたと判断さ

を手掛かりにして考察されている。すなわち，市 れている。この研究方法は市場の機能への直接的

町の商業が市場商業と居舗商業のいずれにウェー アプローチではな、司。

トを置くかを，復原された「市(町〉屋敷」の土 66)例えば，前掲 42)，88頁など。

The Market places in N uta-ηo-sho， Aki-no-kuni and the Flow Network of Setouchi 

Hirotsugu FUJITA 

The authorhas has stuied the general function of medieval marketplaces in flow 

process of goods between rural areas. In studying the function of the particular market-

places， it is important to examine other flow processes (e.g.， the flow toward Kinai， 

metropolitan area in those days). The purpose of this paper is to reconstruct the market-

places in N utα-no-syo (manor)， Aki-no-kuni (Aki province) and then consider the function 

of them in the light of the flow network of Setouhi. 

Three marketplaces， Shin-ichiin Osaka-go， Hon-ichi and Ajika.shin-ichi in 

Ajika-go， are mentioned in historical m旦ter匂ls (studied in Chapter II). These three 

marketplaces can be identified at the mouth of the Nuta River. Hon-ichi and Ajika-shin-

ichi， which were composed of about 30， ichiba-zaike， (a historical term for a type of house 

in marketplaces) and are thought to have adjoined each other， are reconstructed in Figure 

3. Figure 4 shows乱 reconstructionof Shin-ichi in Osaka.go， which weve consisted of 

about 150 ichibazαike. The settlement form of botii of these two marketplaces can be 

considered as an agglomera ted village wi th asmall village (Chapter III). They functioned 

as transshipment points in the flow of goods from the Nuta basin， including Nuta basin， 

including Nuta-no・syo，to outside via Setoda and Takasaki (Chapter IV). 

The author is convinced that this consideration is the first step in the study of the 

function of other market-places in Medieval period. 
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